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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度 担当大臣 ＫＰＩ

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

ⅰ）観光立国の実現

• 訪日外国人旅行者数を
2020年に4,000万人、
2030年に6,000万人とす
ることを目指す

• 訪日外国人旅行消費額を
2020年に８兆円、2030年
に15兆円とすることを目
指す

• 地方部での外国人延べ宿
泊者数を2020年に7,000
万人泊、2030年に１億
3,000万人泊とすること
を目指す

• 外国人リピーター数を
2020年に2,400万人、
2030年に3,600万人とす
ることを目指す

• 日本人国内旅行消費額を
2020年に21兆円、2030年
に22兆円とすることを目
指す

• 地方の免税店数を約
6,600店（2015年４月）
から、2019年度に20,000
店へと増加させる

• 2030年にはアジアNo.1の
国際会議開催国として不
動の地位を築く

働き方改革法に基づく最低５日の年次休暇取得義務化に合
わせ、ビジネスと観光が融合した新たな旅行形態の普及に
向けて検討

アウトバウンド・国内観光

【国土交通大臣】

「観光立国ショーケース」の形成の推進

更なる取組を推進

東北の観光復興

釧路市・金沢市・長崎市に対し、各市が設定した重点項目を中心に、関係省庁が連
携して優先的な支援を行い、取組事例の横展開を実施

更なる取組を推進

【国土交通大臣】

【内閣総理大臣（内閣府特
命担当大臣（金融）、内
閣府特命担当大臣（経済
財政政策））、総務大臣、
外務大臣、文部科学大臣、
厚生労働大臣、農林水産
大臣、経済産業大臣、国
土交通大臣、環境大臣】

観光資源の磨き上げ、「復興観光拠点都市圏」の重点支援、福島県の国内観光関
連事業への支援等を実施

東北６県の外国人宿泊者数を2020年に150万人泊（2015年の３倍）

観光統計

検討を踏まえた取組を推進
地域の誘客状況や消費動向のより正確な把握のため、民間
データ等の活用可能性を含め、観光統計の推計手法の改善
に向けて検討

【国土交通大臣】

「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年２月20日ユニバーサルデ
ザイン2020関係閣僚会議決定）や改正バリアフリー法に基づき、障害当事者
が参画する評価会議等を活用して、バリアフリー車両の導入促進、主要鉄道
駅、空港等や観光地周辺のバリアフリー化、競技会場と周辺の駅を結ぶ道
路のバリアフリー化等のユニバーサルデザインのまちづくりや心のバリアフ
リーを推進

オリパラに向けたユニバーサルデザインの推進

【内閣総理大臣（東京オ
リンピック競技大会・東
京パラリンピック競技大
会担当大臣）、国土交通
大臣】

検討を踏まえた取組を推進

大人と子供が向き合う時間を確保するため、地域の実情に応じ、教育現場に
混乱が生じないよう、「キッズウィーク」を設定し、多様な活動機会の確保等を
官民一体で推進

更なる取組を推進

【内閣総理大臣（内閣官
房長官）、文部科学大臣、
厚生労働大臣、経済産業
大臣、国土交通大臣】
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度 担当大臣 ＫＰＩ

ⅱ）スポーツ産業の未来開拓

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

スポーツの成長産業化の基盤形成

【文部科学大臣】

スポーツ団体ガバナ
ンスコードを策定

ガバナンスコードの普及・啓発・統括団体による中央競技団体に対する適合性審査の試行実施・本格実
施への助言等の実施

スポーツツーリズムコンテンツの開拓や環境整備、日本政府観光局と連携した海外発信等の取組を支援

「武道ツーリズム」の推進母体となる団体の設立に向けた
検討

団体の設立

スポーツツーリズムのモデル創出に向けた検討 モデルの創出

【総務大臣、文部科学
大臣、経済産業大臣】

【文部科学大臣、国土
交通大臣】

【文部科学大臣、経済
産業大臣】

全国へ展開

武道ツーリズムの普及・拡大

スポーツ団体の女性役員候補者に対する研修などを実施 更なる取組を推進

学生のスポーツ活動を推進するため、学内のスポーツ分野の部活動を統括し、キャリア形成・地域貢献・
資金調達等を一体的に行う部局・人材の配置に取り組む大学を増加させる

更なる取組を推進

【文部科学大臣】

中央競技団体等に財政基盤の確保を含む経営改革を促すための新たな支援の在り方の検討及び検討結果に基づく施策の実施

普及・マーケティング戦略策定に係る手引策定

中央競技団体等による先進モデルの形成

手引の周知・普及

他の中央競技団体等への横展開推進

既存のMBAコース等に導入するスポーツビジネスに関する新たなカリキュラム開発を支援

マッチングを通じスポーツ団体への外部人材の流入を促進

スポーツビジネス
も含むMBA開設

スポーツオープンイノベーションプラットフォームの構築を加速させるため、
・企業、大学、スポーツ団体等が一堂に会するカンファレンスを開催
・スポーツ団体やスタートアップ等が連携した取組の実証や資金調達等に係る事業化を促進

• スポーツ市場規模を2020
年までに10兆円、2025年
までに15兆円に拡大する
ことを目指す
※（株）日本政策投資
銀行の協力を得て、
スポーツ市場規模を
継続的かつ国際比較
可能な形で推計する
手法の検討を進め、
最新の数値が得られ
次第評価を行う。

• 全国のスタジアム・ア
リーナについて、多様な
世代が集う交流拠点とし
て、2017年から2025年ま
でに20拠点を実現する
※KPIの対象となるスタ
ジアム・アリーナを定
める基準を年内に策定
し、同基準策定後、速
やかに対象となるスタ
ジアム・アリーナを選
定する。

• 成人の週１回以上のス
ポーツ実施率を、2015年
の40.4％から、2021年ま
でに65％程度に向上する
ことを目指す

一般社団法人大学スポーツ協会（UNIVAS）及び大学の活動への支援
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度 担当大臣 ＫＰＩ

ⅱ）スポーツ産業の未来開拓

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

スポーツを核とした地域活性化

【文部科学大臣】

地域におけるスポーツ施設の数や利用可能時間、情報オープン化の状況等を総
合的に評価する「スポーツのしやすさ指標」（仮称）の開発

「スポーツのしやすさ指標」（仮称）を用い、ラ
ンキングの公表、優良自治体の表彰等を実
施

スポーツ実施率向上
のための中長期的な
施策を策定

スポーツ関係者と医療機関等の連携や障害者スポーツにおける福祉・教育関係者と企業等の連携の促
進、公的スポーツ施設の有効活用促進、ICTによる地域のスポーツ資源の情報の見える化・シェアリン
グを通じた利活用の促進等を実施

【内閣総理大臣（内閣
府特命担当大臣（地方
創生））、文部科学大
臣、経済産業大臣、国
土交通大臣】

スポーツの海外展開の促進

学校とスポーツ団体・企業等との協働による先進的な運
動部活動の取組に関する実証研究を実施

検証結果に基づく施策の実施

我が国独自の強みを活かしたスポーツコンテンツ（スポーツツーリズム、学校体育、運動会等）の海外
展開を促進するため、スポーツ庁、経済産業省、（独）日本貿易振興機構、（独）日本スポーツ振興セン
ターが連携・協力して戦略的な情報収集や情報発信、プロモーションの支援等を実施

更なる取組を推進

【外務大臣、文部科学
大臣、経済産業大臣】

スタジアム・アリーナについて、個別のニーズを踏まえた支援を実施

スタジアム・アリーナ等が地域にもたらす経済的効果・社会的効果についての新
たな評価検証手法の開発

ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及びワールドマスターズ
ゲームズ2021関西を契機に、国民のスポーツ実施に向けた機運を醸成

• スポーツ市場規模を2020
年までに10兆円、2025年
までに15兆円に拡大する
ことを目指す
※（株）日本政策投資
銀行の協力を得て、
スポーツ市場規模を
継続的かつ国際比較
可能な形で推計する
手法の検討を進め、
最新の数値が得られ
次第評価を行う。

• 全国のスタジアム・ア
リーナについて、多様な
世代が集う交流拠点とし
て、2017年から2025年ま
でに20拠点を実現する
※KPIの対象となるスタ
ジアム・アリーナを定
める基準を年内に策定
し、同基準策定後、速
やかに対象となるスタ
ジアム・アリーナを選
定する。

• 成人の週１回以上のス
ポーツ実施率を、2015年
の40.4％から、2021年ま
でに65％程度に向上する
ことを目指す
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度 担当大臣 ＫＰＩ

ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

「文化芸術推進基本計画」及び「文化経済戦略」に基づく、文化芸術による経済好循環の加速化

【文部科学大臣】

日本の美を体現する大型プロジェクト「日本博」に基づく取組を推進

インバウンド対応に係る美術館の
機能強化や文化芸術資源・関連
技術を利用したビジネス等におけ
るイノベーション創出、アート市場
の活性化等の方策の検討

・地方の美術館・博物館等において、地方ゆかりの名品を展示するなど地方の特色ある取組を促進
・文化インバウンド創出に向けた新たな枠組みの検討
・国際博物館会議（ＩＣＯＭ：International Council Of Museums）京都大会2019のレガシーを地域の博物館の機能強化に活用
・コレクションの充実や見える化、学芸員の資質向上等に取り組むなど文化施設を拠点とした文化ストック徹底活用による好循環
の創出を図る

検討結果のとり
まとめ

検討結果に基づく施策の実施

• 2025年までに、文化GDP
を18兆円（GDP比３％程
度）に拡大することを目
指す

• 2020年までに、鑑賞活動
をする者の割合が約80％
まで上昇、鑑賞以外の文
化芸術活動をする者の役
割が約40％まで増加する
ことを目指す

【内閣総理大臣（内閣官
房長官、東京オリンピック
競技大会・東京パラリン
ピック競技大会担当大臣、
内 閣 府 特 命 担 当 大 臣
（クールジャパン戦略、知
的財産戦略））、総務大臣、
法務大臣、外務大臣、文
部科学大臣、厚生労働大
臣、農林水産大臣、経済
産業大臣、国土交通大臣、
環境大臣】

高付加価値市場の創出、文化芸術資源や関連技術を利用したビジネス等におけるイノベーション、舞台芸術を含む文化関連サー
ビス・コンテンツの海外展開の推進等を図る

劇場・音楽堂等において、自己収入の増加を促しつつ、機能強化・鑑賞環境の充実を図る

民間と連携した生活文化の振興事業の実施、関係団体の調査 【文部科学大臣、農林
水産大臣】

「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計画」に基づく取組を推進

成果等を他の博物館に横展開

事業の成果や調査を踏まえ振興方策の充実を図る

「トーハク新時代プラン」の実行（～2022年度）

更なる取組を推進

公共の建築物等において、外観等について周囲との調和に配慮するとともに、文化芸術に関する作品の展示等の取組を推進
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度 担当大臣 ＫＰＩ

ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

文化芸術資源を核とした地域活性化

【文部科学大臣】

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化プログラムを、「日本博」や
「beyond2020プログラム」等を通じて全国展開

・地域における文化財を総合的・計画的に保存・活用する取組を促進
・原材料・用具確保の観点も踏まえつつ文化財の適切な周期での修理等を実施
・散逸等防止のため、国の指定・登録等に係る情報取集・把握や防火・防災・防犯対策への支援、文化財の買上げ・活用を実施

「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本計画」に基づいた、障害者の文化芸術活動への支援や継続
的に文化芸術に親しむ環境の整備を推進

【内閣総理大臣（内閣
府特命担当大臣（知
的財産戦略））】

【内閣総理大臣（東京
オ リ ン ピ ッ ク 競技 大
会・東京パラリンピッ
ク 競 技 大 会 担 当 大
臣）、文部科学大臣】

日本政府観光局と連携した国内外への情報発信や、外交上の周年行事、大型スポーツイベント等と連動した文化芸術事業や国
際文化交流を通じて、日本文化の発信を強化

・マンガ、アニメ及びゲームなど、我が国の優れたメディア芸術を活用した国際的な総合フェスティバル化に向けた取組の促進
・情報拠点の整備

「国立映画アーカイブ」における映画フィルム等の活用を充実

・文化コンテンツについて、データベース化、多言語解説、
高精細画像・動画、アクセス情報などを集約したサイトを構
築

【文部科学大臣】・訪日外国人向けの情報を発信
・継続的なコンテンツ更新・拡充を実施

更なる取組を推進

デジタルアーカイブジャパンの中心となる分野横断型統合ポータル
「ジャパンサーチ」の本格稼働に向け、関係機関との連携やデータの
充実等による発信力の強化

「ジャパンサーチ」の運用

日本遺産の磨き上げ、文化資源の新たな経済的価値を活かした活用モデルを構築、モデル等の周知

地域の文化施設や文化芸術団体、芸術系教育機関と連携し、専門人材の派遣
等による表現や鑑賞の機会を増加し，学校や地域における芸術教育の充実を図
る

成果を踏まえて芸術教育の充実方策を検討

• 2025年までに、文化GDP
を18兆円（GDP比３％程
度）に拡大することを目
指す

• 2020年までに、鑑賞活動
をする者の割合が約80％
まで上昇、鑑賞以外の文
化芸術活動をする者の役
割が約40％まで増加する
ことを目指す
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平成 30年度革新的事業活動実行計画重点施策に関する報告書案 

 

一．本報告書について 
 

平成 24年 12月に内閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣から成る「日本経

済再生本部」を閣議決定により設置し、同本部の下、平成 25年１月に「産業競争

力会議」の開催を決定、平成 28年９月に産業競争力会議及び未来投資に向けた官

民対話を発展的に統合した「未来投資会議」の開催を決定し、 

これまで、 

・平成 25年６月に「日本再興戦略」を閣議決定、 

・平成 26年１月に「産業競争力の強化に関する実行計画」を閣議決定、 

・平成 26年６月に「『日本再興戦略』改訂 2014」を閣議決定、 

・平成 27年２月に「平成 26年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報

告書」を閣議決定及び国会提出、 

・平成 27年２月に「産業競争力の強化に関する実行計画（2015年版）」を閣議決

定、 

・平成 27年６月に「『日本再興戦略』改訂 2015」を閣議決定、 

・平成 28年２月に「産業競争力の強化に関する実行計画（2016年版）」を閣議決

定、 

・平成 28年２月に「平成 27年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報

告書」を閣議決定及び国会提出、 

・平成 28年６月に「日本再興戦略 2016」を閣議決定、 

・平成 29年２月に「産業競争力の強化に関する実行計画（2017年版）」を閣議決

定、 

・平成 29年２月に「平成 28年度産業競争力強化のための重点施策等に関する報

告書」を閣議決定及び国会提出、 

・平成 29年６月に「未来投資戦略 2017」を閣議決定、 

・平成 29年 12月に「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定、 

・平成 30年６月に「未来投資戦略 2018」及び「革新的事業活動に関する実行計

画」（以下「実行計画」という。）を閣議決定 

している。 

 本報告書では、実行計画に定められた革新的事業活動関連施策（以下「重点施

策」という。）について、施策の内容や、進捗及び実施の状況等をまとめている。 

 生産性向上特別措置法（平成 30年法律第 25号）第６条第９項により、重点施策

の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成

し、これを国会に提出することとされており、本報告書は当該規定に基づき平成 30

年度について作成するものである。
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二．重点施策の進捗・実施の状況及び効果 
 

Ⅰ．「Society5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引

力となる「フラグシップ・プロジェクト」等 

[１]「生活」「産業」が変わる 

１．次世代モビリティ・システムの構築 
①KPIの主な進捗状況 1 

《KPI》「2020年に、自動ブレーキが、国内販売新車乗用車の 90％以上に

搭載」【３】 ⇒国内販売新車乗用車の装着率：77.8％（2017年） 

《KPI》「2020 年に、安全運転支援装置・システムが、国内車両（ストッ

クベース）の 20％に搭載、世界市場の３割獲得」【４】 

⇒国内車両の装着率： 14.1％（2017年） 

世界市場獲得率の代替値：16.2％（2016年） 

《KPI》「2030 年に、安全運転支援装置・システムが、国内販売新車に 

全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車に普及」【５】 

⇒国内販売新車の装着率：68.7％（2017年） 

国内車両の装着率：14.1％（2017年） 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 2 

実証プロジェ

クトの円滑・

迅速な推進 

・無人自動運転移動サービスを

令和２年に実現することを目

指し、平成 30年度から、よ

り実ニーズに近い形態で実証

実験を行うため、1人の遠隔

運転者が複数の車両を遠隔監

視・操作する実証実験や地域

の交通事情に知見がある運行

事業者と連携した実証実験、

実証実験期間の長期化や中山

・経済産業省及び国土交

通省は、福井県永平寺

町において、1人の遠

隔運転者が複数の自動

走行車両を遠隔監視・

操作する実証実験を実

施した。国土交通省

は、内閣府 SIPの枠組

みの中で、高齢化が進

行する中山間地域にお

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学技術政策、

地方創生）、

国家公安委

員 会 委 員

                                                   
1 KPIの末尾に括弧書きしている番号は、別添の「KPIの進捗状況について」における整理 No.を参考ま

でに付しているもの。 
2 生産性向上特別措置法第６条第２項、第３から第５号、それぞれのハにおいて、実行計画における

「担当大臣」とは内閣法（昭和 22年法律第５号）にいう主任の大臣をいうこととされているため、内

閣官房及び内閣府に係る事務については、担当大臣として主任の大臣である内閣総理大臣を記載して

いるが、生産性向上特別措置法に基づき、重点施策の進捗及び実施の効果に対する評価等を行う際の

事務の参考とするため、括弧内に、本実行計画の策定時点で当該施策項目に関し内閣総理大臣を補佐

している国務大臣を記載している。 
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間地域に加え高齢化が進む都

市近郊のいわゆるオールドニ

ュータウンでの実証実験な

ど、事業化に向けた取組を加

速する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2020年東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会を見据

え、最先端の自動運転技術を

国内外に発信するショーケー

ス及びレガシーとするため、

羽田空港や臨海地域等におい

て、遠隔運行や完全自動運転

に向けた最先端の実証実験が

可能となるよう来年度までに

信号情報を車両と通信するイ

ンフラの整備や、磁気マーカ

ー敷設、路車間通信の整備等

の環境整備を行う。 

ける人流・物流の確保

のため、道の駅等を拠

点とした自動運転サー

ビスの令和２年までの

社会実装を目指し、地

元の事業者等と連携し

た 1か月以上の長期に

わたる実証実験を全国

４か所で実施したほ

か、平成 31年２月、

東京都多摩市及び兵庫

県三木市内のいわゆる

オールドニュータウン

において自動運転車両

を用いた実証実験を実

施した。 

・内閣府 SIPの枠組みの

中で、羽田空港地域や

臨海副都心地域等に

おいて、交通インフラ

から提供される信号

情報や合流支援情報

等を活用したインフ

ラ協調型の自動運転

を実現可能な走行環

境を構築するため、具

体的な地域、必要な交

通インフラの機能や

配置場所等について

調査検討を進めてい

るところ。令和元年後

半からの実証実験実

施に向け、国際的にオ

ープンな場を提供す

べく、国内外から参加

者の募集を開始した。 

長）、総務大

臣、経済産業

大臣、国土交

通大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学技術政策、

地方創生）、

国家公安委

員 会 委 員

長）、総務大

臣、経済産業

大臣、国土交

通大臣 

 

自動運転の実

現に向けた制

・自動運転車が満たすべき安全

性に関する要件や安全性確保

・自動運転車が満たすべ

き安全性に関する要件

内閣総理大

臣（情報通信
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度整備 のための方策について検討

し、平成 30年夏頃を目途に

ガイドラインを取りまとめる

とともに、新たな技術に係る

具体的な安全基準について

は、イノベーションを阻害し

ないよう国際基準策定をリー

ドしつつ段階的に策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交通ルールについては、国際

的な議論において引き続き関

係国と協調してリーダーシッ

プを発揮しつつ、自動運転車

を使用する運転者について、

自動運転中にどのような運転

以外の行為（セカンダリアク

ティビティ）が許容されるか

や安全性確保のための

方策をまとめた「自動

運転車の安全技術ガイ

ドライン」を平成 30年

９月に策定及び公表し

た。 

また、国際的な議論

を踏まえつつ、技術開

発の進展や多様性を阻

害しないことに留意

し、段階的に基準の策

定を進めているとこ

ろ。最近では、平成 30

年３月に国連の議会で

採択された高速道路に

おける自動車線変更

（ウィンカー操作を起

点）に関する基準を策

定し、平成 30 年 10 月

に公布した。また、自動

運転車等の安全な開

発・実用化・普及を図り

つつ、設計・製造過程か

ら使用過程にわたり、

自動運転車等の安全性

を一体的に確保するた

めの道路運送車両法改

正案 3を、平成 31 年通

常国会に提出した。 

・国連欧州経済委員会内

陸輸送委員会道路交通

安全グローバルフォー

ラム（WP1）等のメンバ

ーとして、国際的な議

論に積極的に参画しつ

つ、レベル３の自動運

転の実用化を見据えた

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学 技 術 政

策）、国家公

安委員会委

員長）、経済

産業大臣、国

土交通大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学 技 術 政

策）、国家公

                                                   
3道路運送車両法の一部を改正する法律案 



 

5 
 

も含め、既存の運転者の義務

の見直しを検討するととも

に、自動運転車を使用する運

転者に新たに課すべき義務

や、自動運転中に道路交通法

令の規範を逸脱した際のペナ

ルティの在り方等について検

討する。これらの検討事項に

ついては、平成 31年通常国

会における法改正の要否も含

め、有識者からなる調査検討

委員会において平成 30年度

中に検討する。 

・事業法との関係では、運転者

が車内不在の場合の輸送の安

全性や旅客の利便性の確保の

方策について平成 30年度内

に検討する。 

 

道路交通法の在り方に

ついて、「技術開発の方

向性に即した自動運転

の実現に向けた調査検

討委員会」において検

討を行った結果を踏ま

え、運転者の義務に関

する規定の整備等を内

容とする道路交通法改

正案 4を取りまとめ、平

成 31 年通常国会に提

出した。 

 

・運送事業者が対応すべ

き事項等について、ガ

イドラインとして取

りまとめるため、自動

運転車を導入予定の

事業者からのヒアリ

ング等を実施するこ

とにより、ガイドライ

ンで明確化すべき事

項について整理を行

っており、令和元年度

前半までに取りまと

める見込み。 

安委員会委

員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学 技 術 政

策）、国家公

安委員会委

員長）、経済

産業大臣、国

土交通大臣 

次世代モビリ

ティ・システ

ムの構築に向

けた新たな取

組 

 

・様々な交通サービスをデータ

でつなげて新たな付加価値を

生み出すモビリティサービス

等(MaaS)の促進について、オ

ンデマンドなどのサービス高

度化、API等によるデータ連

携・プラットフォーム、対応

する制度の在り方等につい

て、平成 30年度中に検討を

行う。 

・経済産業省では、事業

者・有識者からなる

「IoTや AIが可能とす

る新しいモビリティ

サービスに関する研

究会」を開催し、MaaS

をはじめとする各種

サービスの促進につ

いて検討し、モビリテ

ィ関連データのデジ

タル化の遅れ、データ

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（科

学 技 術 政

策）、国家公

安委員会委

員長）、経済

産業大臣、国

                                                   
4 道路交通法の一部を改正する法律案 



 

6 
 

連携を阻む事業者間

の垣根、異業種との連

携不足といった必要

な課題の抽出等を行

った。また、国土交通

省では、有識者からな

る「都市と地方の新た

なモビリティサービ

ス懇談会」を開催し、

MaaS を含む新たなモ

ビリティサービスの

推進のための取組等

について中間取りま

とめを行った。 

土交通大臣 
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２．次世代ヘルスケア・システムの構築 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「2020年までに国民の健康寿命を１歳以上延伸、2025年までに 

２歳以上延伸【男性 70.42歳、女性 73.62歳（2010年）】」【８】 

⇒2016年：男性 72.14歳、女性 74.79歳 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

個人にあった

健康・医療・

介護サービス

提供の基盤と

なるデータ利

活用の推進 

・医療保険の被保険者番号を個

人単位化し、マイナンバー制

度のインフラを活用して、転

職・退職等により加入する保

険者が変わっても個人単位で

資格情報などのデータを一元

管理することで、マイナンバ

ーカードを健康保険証として

利用できる「オンライン資格

確認」の本格運用を令和２年

度に開始する。 

 

 

 

 

 

・費用対効果の観点も踏まえつ

つ、個人の健診・診療・投薬

情報が医療機関等の間で共有

できる全国的な保健医療情報

ネットワークについて、平成

30年夏を目途に具体的な工

程表を策定し、必要な実証を

行いつつ、令和２年度からの

本格稼働を目指す。あわせ

て、当該工程表に、保健医療

情報ネットワークにおける介

護情報の提供について盛り込

・医療保険の被保険者番

号を個人単位化し保険

者間で資格情報の履歴

管理を行うことにより

マイナンバーカードを

健康保険証として利用

できる「オンライン資

格確認」の導入や、医療

機関や薬局におけるシ

ステムの初期導入を支

援するための「医療情

報化支援基金」の創設

等の内容を含む健康保

険法等改正案 5を、平成

31年通常国会に提出し

た。 

・厚生労働省の「医療等

分野情報連携基盤検

討会」において検討を

行い、平成 30 年７月

に、厚生労働省の「デ

ータヘルス改革推進

本部」において、介護

情報も含めた全国的

な保健医療情報ネッ

トワークの構築に関

する工程表を公表し

た。また、同工程表に

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（マ

イナンバー

制度））、財務

大臣、総務大

臣、厚生労働

大臣 

 

 

 

 

 

総務大臣、厚

生労働大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案 
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む。 

 

 

 

 

・介護分野における ICT化・情

報連携が全国的に行われ、介

護に携わる関係者の効率的・

効果的な協働を可能とするた

め、居宅介護支援事業所と訪

問介護などのサービス提供事

業所間における情報連携の標

準仕様を検討し、平成 30年

度中に結論を得る。あわせ

て、ICTを活用した医療・介

護連携について、平成 30年

度実証を行うとともに、その

結果を踏まえ、標準仕様の作

成に向けて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個人の健康状態や服薬履歴等

を本人や家族が把握、日常生

活改善や健康増進につなげる

ための仕組みである PHR

（Personal Health Record）

沿って、平成 30年度に

保健医療記録共有サ

ービスの実証やネッ

トワーク構築に必要

な調査を行った。 

・平成 30 年度予算事業

において、居宅介護支

援事業所と居宅サー

ビス事業所間におけ

るケアプランの情報

連携に必要な標準仕

様を作成した。介護分

野における ICT化が進

むよう、平成 31年度予

算において、地域医療

介護総合確保基金を

活用した介護事業所

に対する ICT導入支援

事業を盛り込んでい

る。 

また、平成 30年度予

算事業において、医療

機関と介護事業者等の

間の情報連携に必要と

なるデータ標準化に関

する実証を実施した。

これも踏まえ、医療・

介護連携に必要な情報

について、一定の標準

仕様の作成等をするた

め、平成 31年度予算事

業において必要な検討

を行う。 

・特定健診データ、薬剤

情報等のマイナポータ

ルを通じた本人等への

提供の仕組みについて

は、平成 30 年 12 月の

 

 

 

 

 

総務大臣、厚

生労働大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命
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について、令和２年度から、

マイナポータルを通じて本人

等へのデータの本格的な提供

を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・そのため、予防接種歴（平成

29年度提供開始）に加え、

令和２年度から特定健診、乳

幼児健診などの健診データの

提供を開始することを目指

す。さらに、薬剤情報などの

医療等情報の提供について

も、必要性、費用対効果等を

踏まえて検討し、平成 30年

度中に結論を得て必要な工程

を整理し、令和３年度以降の

可能な限り早期にデータの提

供を開始することを目指す。 

社会保険審議会医療保

険部会において、検討

状況を報告し、薬剤情

報については、令和３

年 10 月目途のサービ

ス提供開始を目指すこ

ととした。特定健診デ

ータについては、令和

２年度中のサービス提

供開始に向けて、表示

が必要な健診結果項目

の整理や分かりやすい

画面表示等の具体的な

検討を進めていく。 

・乳幼児健診等の母子保

健情報の利活用につ

いては、「データヘル

ス時代の母子保健情

報の利活用に関する

検討会」を実施し、平

成 30 年７月に中間報

告書を取りまとめた。

同報告書で、乳幼児健

診及び妊婦健診の情

報に係る標準的な電

子記録様式及び最低

限電子化すべき情報

を整理するとともに、

マイナンバー制度を

活用し、令和２年度か

らマイナポータルで

の閲覧が可能となる

仕組みの整備を進め

ていくこととしてい

る。 

担当大臣（マ

イナンバー

制度））、総務

大臣、文部科

学大臣、厚生

労働大臣、経

済産業大臣 

勤務先や地域

も含めた健康

づくり、疾

・超早期予防から発症後の生活

支援・社会受容のための環境

整備も含め、自治体、研究

・平成 30年度、認知症官

民連携実証プラット

フォームプロジェク

内閣総理大

臣（健康・医

療戦略の事
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病・介護予防

の推進 

者、企業等が連携し、「認知

症の人にやさしい」新たな製

品やサービスを生み出す実証

フィールドを整備すべく、平

成 30年度、認知症研究のた

めの官民連携に向けた枠組み

の整備等を図る。 

 

トとして、病理学、老

年学、介護などの様々

な分野の専門家から

なるラウンドテーブ

ルを設置し、超早期予

防や生活支援・社会受

容のための環境整備

に向け、実証フィール

ド整備に向けた議論

を行った。 

務を担当す

る 国 務 大

臣）、文部科

学大臣、厚生

労働大臣、経

済産業大臣 

 

効率的・効果

的で質の高い

医療・介護の

提供、地域包

括ケアに関わ

る多職種の連

携推進 

・介護分野の情報連携、介護事

業所における ICT化を抜本的

な業務の再構築・効率化につ

なげるため、介護サービス事

業所に対し国・自治体が求め

る帳票等の実態把握と当面の

見直しを、平成 30年度中に

実施する。その後、事業所が

独自に作成する文書も含めた

更なる見直しを進め、文書量

の実効的な半減を実現する。 

 

 

 

 

 

・オンライン診療は、平成 30

年度診療報酬改定での評価新

設及び新たなガイドラインを

踏まえ、安全で適切な普及に

向け、セキュリティ等の観点

からの実証を実施し、技術的

成果についてガイドライン・

診療報酬改定への反映を検討

する。 

 

 

 

・国・自治体が求める帳

票等について、①指定

申請、②報酬請求及び

③指導監査に関する文

書の見直しを進めてい

る。①については、平成

30 年 10 月から、提出

項目の一部削除等を定

める省令改正を施行し

た。②及び③について

は、平成 30年度に実態

把握を行い、当面の見

直しの方向性を定め

た。これに基づき、令和

元年度初めに必要な対

応を行う予定。 

・平成 30 年度予算にお

いて、安全で効果的な

オンライン診療を可能

とするためのセキュリ

ティ等の観点から実証

を実施した。 

平成 31年１月から、

オンライン診療のより

安全・有効な実施に向

け、「オンライン診療の

適切な実施に関する指

針の見直しに関する検

厚生労働大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務大臣、厚

生労働大臣、

経済産業大

臣 
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・オンライン診療の一層の充実

を図るため、関係学会や事業

者等とも協力し、現在診療報

酬対象外のものも含め、オン

ライン診療の有効性・安全性

等に係るデータや事例の収

集、実態の把握を早急に進め

ることによりエビデンスを継

続的に蓄積し、次期以降の診

療報酬改定で、それらを踏ま

えた評価を進める。 

 

 

・オンラインの服薬指導は、国

家戦略特区の実証等を踏まえ

つつ、医薬品医療機器等法 6

の次期改正に盛り込むことも

視野に検討する。 

 

討会」において、オンラ

イン診療の提供体制

や、診療行為に関する

事項について、必要な

見直しに向け、検討し

ている。 

・「平成 30年度診療報酬

改定の結果に係る特別

調査」において、オンラ

イン診療料の施設基準

に係る届出のある医療

機関を主な対象に施設

調査・患者調査を実施

している。また、各診療

領域におけるオンライ

ン診療を含めた ICT の

利活用に関して、関係

学会宛てに調査を実施

している。 

・オンラインでの服薬指

導について、テレビ電

話等により薬剤の適正

な使用を確保すること

が可能であると認めら

れる場合には、対面服

薬指導義務の例外とし

て、テレビ電話等によ

る服薬指導を行うこと

ができることとするこ

と等を盛り込んだ医薬

品医療機器等法の改正

法案 7を、平成 31 年通

常国会に提出した。 

 

 

 

 

 

 

厚生労働大

臣 

 
 

                                                   
6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145号） 
7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案 
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３．次世代産業システム 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「製造業の労働生産性について年間２％を上回る向上」【20】 

⇒2017年：1.9％ 

《KPI》「2020 年までに、工場等でデータを収集する企業の割合を 80％

に、収集したデータを具体的な経営課題の解決に結びつけてい

る企業の割合を 40％にする」【21】 

⇒2018年：それぞれ 58％、26％ 

《KPI》「2020年のロボット国内生産市場規模を製造分野で 1.2兆円、サ

ービス分野など非製造分野で 1.2兆円」【６】 

 ⇒2017年：製造分野約 9,000億円、 

2017年：非製造分野約 1,800億円 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

モノのサービ

ス化・ソリュ

ーション化 

・「ロボット新戦略」（平成 27

年 2月 10日本経済再生本部

決定）の実行状況を検証しつ

つ、ロボット単体の活用のみ

ならず、AI・IoTなどの最新

のテクノロジーの活用による

ロボットの相互協調やロボッ

ト適用領域の飛躍的拡大等を

通じて、産業の現場や人の生

活の全体を最適化する社会と

して目指すべき姿やその実現

に向けた民間の取組と必要な

施策体系について検討を行

い、平成 31年春までに取り

まとめる。 

・小型無人機について、平成

30年度からの山間部等での

荷物配送等の本格展開に向

・昨今の多様な働き方ニ

ーズの顕在化、ロボッ

ト産業に関わるユー

ザーやプレーヤーの

多様化を踏まえつつ、

産業の現場や人の生

活の全体を最適化す

る社会として目指す

べき姿やその実現に

向けて、関係府省庁が

協議する会議体を設

置して検討を行い、令

和元年夏前までに取

りまとめを行う予定。 

 

・平成 30年９月、航空法

に基づく許可・承認の

審査要領の改訂を行

経済産業大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚注参照 8 

                                                   
8 内閣総理大臣（内閣官房長官、情報通信技術（IT）政策担当大臣、経済再生担当大臣、サイバーセキュリティ戦略本部

に関する事務を担当する国務大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生）、国家公安委員会委員長）、総務大臣、法務大臣、

外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、復興大臣 
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け、航空法（昭和 27年法律

第 231号）に基づく許可・承

認の審査要領の早期改訂等を

行う。 

い、同年 11月には、補

助者を配置しない目

視外飛行による荷物

配送が実施された。 
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[２]経済活動の「糧」が変わる 

１．エネルギー・環境 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「2030年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を

５～７割とすることを目指す。」【32】 

⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7％（2017年度） 

《KPI》「商用水素ステーションを 2020 年度までに 160 か所程度、2025

年度までに 320か所程度整備する。」【23】 

⇒103か所が開所済み（2019年３月末） 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

エネルギー転

換・脱炭素化

に向けたイノ

ベーションの

推進 

・2019年 G20の議長国とし

て、環境と経済成長との好循

環を実現し、世界のエネルギ

ー転換・脱炭素化を牽引する

決意の下、成長戦略として、

パリ協定に基づく、温室効果

ガスの低排出型の経済・社会

の発展のための長期戦略を策

定する。このため、金融界、

経済界、学界等の有識者が集

まる会議を設置し、その下

で、関係省庁が連携して検討

を加速する。 

 

 

 

 

 

・長期戦略の策定に向

け、金融界、経済界、

学界などの各界の有

識者からなる「パリ協

定に基づく成長戦略

としての長期戦略策

定に向けた懇談会」を

2018年７月に開催し、

議論が進められてい

るところ。同懇談会の

議論を踏まえつつ、令

和元年の G20議長国と

して、環境と成長の好

循環を実現し、世界の

エネルギー転換・脱炭

素化を牽引する決意

の下、今後、成長戦略

として、パリ協定に基

づく長期戦略を策定

する。 

外務大臣、経

済産業大臣、

環境大臣 
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IoT、AI等を

活用したエネ

ルギー・環境

関連ビジネス

の革新 

・複数事業者の連携や IoT・AI 

等の活用による設備の効率的

運用の促進、規制や支援等を

通じて得られたデータの企業

秘密等に配慮した形でのオー

プン化、リースを活用した設

備投資の支援等を通じ、事業

者の省エネルギーを進める。 

 

 

 

 

・民生部門の省エネを推進する

ため、住宅・建築物の省エネ

改修促進に加え、令和 12年

までに、高度なエネルギー・

マネジメント等を活用した自

家消費型 ZEH等の普及を進

め、新築住宅・建築物の平均

で ZEH・ZEB相当となること

を目指す。 

 

 

 

 

・複数事業者の連携を促

進するため、平成 30年

税制改正における税

制措置や設備導入補

助金での加点措置を

行うとともに、エネル

ギーの使用の合理化

等に関する法律（省エ

ネ法）（昭和 54年法律

第 49号）の改正法を平

成 30 年 6 月に公布、

同年 12月に施行した。 

・住宅・建築物の省エネ

ルギー性能の向上を

図るため、注文戸建住

宅や賃貸アパートを

供給する大手住宅事

業者をトップランナ

ー制度の対象に追加

することなどを内容

とする建築物のエネ

ルギー消費性能の向

上に関する法律の一

部を改正する法律案

を平成 31 年通常国会

に提出した。 

経済産業大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業大

臣、国土交通

大臣、環境大

臣 
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２．FinTech／キャッシュレス社会の実現 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「今後３年以内（2020年６月まで）に、80行程度以上の銀行にお

けるオープン APIの導入を目指す。」【43】 

⇒2019年３月末時点で、124行が 2020年６月までの導入を表明。 

《KPI》「今後 10 年間（2027 年６月まで）に、キャッシュレス決済比率

を倍増し、４割程度とすることを目指す。」【44】 

⇒2018年：24.1％ 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

イノベーショ

ンの進展を踏

まえた法制度

の見直し 

・現在の業態ごとの金融・商取

引関連法制を、同一の機能・

リスクには同一のルールを適

用する機能別・横断的な法制

に見直すことについて、関係

省庁において連携しつつ検討

を行い、法整備に向けた基本

的な考え方について、平成

30年度中に中間整理の取り

まとめを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

・郵便を用いた本人確認手続

が、事業者・利用者双方の負

担となっているとの指摘があ

ること等に鑑み、犯罪収益移

転防止法施行規則（平成 20

年内閣府・総務省・法務省・

財務省・厚生労働省・農林水

産省・経済産業省・国土交通

省令第 1号）を速やかに改正

・金融審議会「金融制度

スタディ・グループ」

において検討を行い、

平成 30年６月 19日に

「金融制度スタディ・

グループ中間整理―

機能別・横断的な金融

規制体系に向けて―」

を取りまとめ、引き続

き検討を進めている。

また、産業構造審議会

商務流通情報分科会

「割賦販売小委員会」

において横断的な法

制も含め、割賦販売法

制の在り方について

検討を進めている。 

・犯罪による収益の移転

防止に関する法律施

行規則の一部を改正

する命令（平成 30年内

閣府、総務省、法務省、

財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業

省、国土交通省令第３

号）を平成 30年 11月

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融））、経

済産業大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融）、国

家公安委員

会委員長） 
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し、本人の顔の画像等を活用

したオンラインで完結する本

人確認手法を導入する。 

 

 

・仮想通貨交換業者における顧

客からの預かり資産が外部に

流出する事案の発生や内部管

理態勢等の不備、仮想通貨に

よる新たな取引の登場等を踏

まえ、仮想通貨交換業等に関

する制度的な対応の検討を進

める。 

 

30日に公布・施行し、

本人の顔の画像等を

活用したオンライン

で完結する本人確認

手法を導入した。 

・平成 30 年３月に金融

庁に設置された「仮想

通貨交換業等に関す

る研究会」において検

討を行い、平成 30 年

12 月 21 日に「仮想通

貨交換業等に関する

報告書」を取りまとめ

た。本報告書を踏ま

え、情報通信技術の進

展に伴う金融取引の

多様化に対応するた

めの資金決済に関す

る法律等の一部を改

正する法律案を平成

31 年通常国会に提出

した。 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融）） 

 

ブロックチェ

ーン技術の実

用化等イノベ

ーションの推

進 

・API を提供する銀行の数や銀

行が電子決済等代行業者と契

約した数等のフォローアップ

を行うとともに、電子決済等

代行業者の登録審査等を適切

に実施する。また、API 連携

において生じた契約上・技術

上の課題や優良連携事例の共

有を行うほか、FinTech 企業

とクレジットカード会社との

API 連携を推進する。  

 

 

 

 

 

・平成 31年２月、「金融

機関における電子決

済等代行業者との連

携及び協働に係る方

針の策定状況につい

て」を取りまとめ、公

表した。電子決済等代

行業者の登録数は、平

成 31 年３月末時点で

41社となっている。平

成 30 年 12 月、「オー

プン APIのあり方に関

する検討会」におい

て、「銀行法に基づく

API 利用契約の条文例

（初版）」や「銀行分野

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融））、経

済産業大臣 
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 のオープン APIに係る

電文仕様標準につい

て（第２版）」を改定

し、公表した。 

 

 

 

 

金・商流連携

等に向けたイ

ンフラの整備 

・平成 30年 12 月の全銀 EDI 

システムの稼働、令和２年ま

での送金電文の全面的 XML 

化を着実に実現するため、全

国銀行協会、商工会議所など

の金融界・産業界や関係省庁

が連携し、周知活動や当該シ

ステムの活用事例の共有など

の取組を推進する。 

・納税・公金納付に関し、令和

元年 10 月の地方税共通納税

システム稼働に向けた準備を

引き続き進めるとともに、金

融機関、関係府省庁、地方自

治体、FinTech 企業などの関

係者が連携した「税・公金収

納・支払の効率化等に関する

勉強会」において、IT によ

る利用者利便の向上・効率化

に向けた課題等について、平

成 30年度中を目途に検討を

進める。 

・全銀 EDI システム

（ZEDI）の稼働に向け

て、全国銀行協会が全

都道府県において説

明会を実施するなど、

金融機関や企業に対

する周知活動を実施

し、平成 30年 12月か

ら ZEDIが稼働した。 

・令和元年 10 月の地方

税共通納税システム

稼働に向けた準備を

進めるとともに、「税・

公金収納・支払の効率

化等に関する勉強会」

において、課題の解決

に向けた取組、今後の

対応等について検討

を行い、平成 31年３月

に調査レポートを公

表した。 

 

 

 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融））、経

済産業大臣 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融、マイ

ナンバー制

度、規制改

革）、情報通

信技術（IT）

政策担当大

臣、国家公安

委員会委員

長）、総務大

臣、財務大

臣、厚生労働

大臣、経済産

業大臣 

キャッシュレ

ス社会の実現

に向けた取組

の加速 

・「キャッシュレス・ビジョ

ン」（平成 30年４月経済産業

省策定）に基づき、キャッシ

ュレス推進に係る産官学の関

係者が一堂に会する「キャッ

シュレス推進協議会（仮

称）」を平成 30年中に速やか

に設立し、事業者・消費者双

方が受け入れやすいインセン

・平成 30年７月、「キャ

ッシュレス推進協議

会」を設立した。消費

者の利便性向上、事業

者の生産性向上及び

制度・基盤の整備の３

分野についてワーキ

ンググループを設置

し、QRコード決済の標

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融））、経

済産業大臣 
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ティブ措置を含む、キャッシ

ュレス社会の実現に向けた取

組について包括的に検討を行

う。 

・簡易かつ高セキュリティなキ

ャッシュレス支払の仕組みを

確保しつつ、二次元コード

（QR コード等）のフォーマ

ットに係るルール整備につい

て検討を行い、平成 30年度

中に必要な対応策を取りまと

めるほか、携帯電話番号、生

体認証技術等を活用したモバ

イル決済サービスなどの民間

の取組に係るフォローアップ

や必要な環境整備に係る検討

を行う。 

準化やクレジットカ

ード APIガイドライン

の整備等の検討を進

めた。 

・平成 31年１月、「キャ

ッシュレス推進協議

会」において、利用者

がバーコードを店舗

において提示し決済

を行う CPM（バーコー

ド）に関するガイドラ

インを策定した。 

さらに、平成 31年 3

月、キャッシュレス推

進協議会において、店

舗が QR コードを利用

者に提示し決済を行う

MPMと CPM（QRコード）

に関するガイドライン

を策定した。 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（金融））、経

済産業大臣 
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[３]「行政」「インフラ」が変わる 

１．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命） 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、 

日本が先進国３位以内に入る。」【47】 

⇒2019年 25位(前年比 1位下落) 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

旗艦プロジェ

クトの推進 

・個別手続のみに着目した従来

の「縦割り」型のオンライン

化から脱却し、徹底した利用

者視点に立ち、多くの国民の

生活に大きな影響のある個人

向け行政手続等のワンストッ

プ化を強力に推進する。 

・具体的には、同じ内容につい

て複数の異なる窓口での手続

を強いられている「引越し」

や「死亡・相続」について

は、それぞれ平成 31年度か

ら、「介護」については平成

30年度から、順次サービス

を開始する。  

 

 

 

 

 

 

・様々な手続で求められる添付

書類についてバックオフィス

連携等により撤廃することに

加え、押印や対面手続等の本

人確認手法の見直し、手数料

支払のオンライン化、API整

備等について、平成 30年中

・「引越し」及び「死亡・

相続」については、平成

30 年 10 月にサービス

イメージや課題等を中

間的に取りまとめ、平

成 31 年 3 月にサービ

ス実現に向けた具体的

な方策案を取りまとめ

た。 

「介護」については、

平成 30 年 12 月にオン

ライン化に向けた事務

運用指針を定め自治体

向けに発出するなど、

サービス開始に向けた

環境整備を行い、以降

準備が整った自治体か

ら順次サービスを開始

した。 

 

 

・行政手続のオンライン

化の徹底、電子申請に

おける添付書類の撤

廃、本人確認手法の見

直し、手数料支払のオ

ンライン化、API 整備

等を盛り込んだデジ

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（マ

イナンバー

制度）、国家

公安委員会

委員長、内閣

府特命担当

大臣（金融、

少 子 化 対

策））、総務大

臣、法務大

臣、財務大

臣、厚生労働

大臣、経済産

業大臣、国土

交通大臣 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣） 
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に国会に提出する予定のデジ

タルファースト法案（仮称）

において必要な措置を盛り込

む。 

 

（法人向けワンストップ） 

・世界最高水準の起業環境を実

現するために、法人設立手続

のオンライン・ワンストップ

化を行うこととし、以下の事

項に取り組むとともに、定期

的に取組状況を検証し、令和

３年度目途で見直しを行い、

必要な措置を講ずる。 

 

・マイナポータルを活用した法

人設立手続のオンライン・ワ

ンストップ化に向けて、技術

的検討と準備を開始し、登記

後の手続のワンストップ化は

来年度中、定款認証及び設立

登記を含めた全手続のワンス

トップ化は令和２年度中に実

現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オンラインによる法人設立登

記の 24時間以内の処理及び

タル手続法案 9を平成

31 年通常国会に提出

した。 

 

 

 

・登記後の手続のワンス

トップ化を令和２年 1

月を目途に実現すべ

く、各関係システムと

マイナポータルとの

連携に関する接続仕

様について検討を進

めている。また、申請

者の利便性を図る観

点から、令和元年度税

制改正において、法人

設立関係書類につい

てマイナポータルを

利用して提出する場

合の電子署名等の省

略や、法人設立届出書

等について添付書面

の削減といった改正

が行われたところ 10。

定款認証及び設立登

記を含めた全手続の

ワンストップ化の令

和２年度の実現に向

け、関係システム間の

接続仕様について検

討を行っているとこ

ろ。 

・オンラインによる法人

設立登記の 24 時間以

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（（情報通

信技術（IT）

政策担当大

臣）、内閣府

特命担当大

臣(マイナン

バー制度)、

経済再生担

当大臣）、総

務大臣、法務

大臣、財務大

臣、厚生労働

大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

                                                   
9 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 
10「法人設立届出書等」とは、法人設立届出書のほか、収益事業開始届出書などが含まれる。 
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世界最高水準の適正迅速処理

を目指した業務の徹底的な電

子化の来年度中の実現に向

け、法務省は平成 30年度実

施予定の登記情報システム更

改で業務効率化施策を実施す

るとともに、登記の審査の効

率化等について平成 30年度

中に対応策の結論を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・株式会社の設立手続に関し、

一定の条件の下、平成 30年

度中にテレビ電話等による定

款認証を可能とし、令和２年

度中に、定款認証及び設立登

記のオンライン同時申請を対

象に、24時間以内に設立登

記が完了する取組を全国実施

する。今後とも、より効果的

かつ効率的な定款認証手続の

実現及び利便性の向上に努め

る。 

 

 

 

 

 

内の処理に向け、添付

書面に付与すべき電

子署名の要件緩和や

申請情報と添付書面

情報の連動などにつ

いて検討している。 

業務効率化として、

受付登録の自動化、申

請情報を用いた登記事

項の自動作成機能等を

登記情報システム更改

において開発中であ

り、登記の審査の効率

化として、登記・供託

オンライン申請システ

ムにおいて、申請書情

報作成支援機能や添付

情報の事前確認機能の

要件定義を実施済み、

今後は開発に向けた設

計・開発に着手する。 

・指定公証人の行う電磁

的記録に関する事務

に関する省令の改正

を行い、一定の条件の

下、テレビ電話等によ

る定款認証と、電磁的

記録の認証の付与を

嘱託人にオンライン

で送信可能とし、平成

30 年度末に電子定款

認証手続を全てオン

ラインで実施可能と

したところ。また、定

款認証及び法人設立

登記の同時申請の実

現に必要な機能の要

件定義を行い、今後

技術（IT）政

策 担 当 大

臣）、法務大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策 担 当 大

臣）、法務大

臣 
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は、設計・開発に着手

する予定である。 

 

 

マイナンバー

制度の利便性

の向上 

・スマートフォンによる各種手

続の実施や公的個人認証を活

用した民間サービス等の利用

を可能にするため、平成 31

年通常国会を目途に必要な法

制上の措置を講じ、必要な体

制を整えた上で出来る限り速

やかに利用者証明用電子証明

書のスマートフォンへの搭載

を実現する。さらに、マイナ

ンバーカードの機能のスマー

トフォンへの搭載について、

必要な安全確保措置を踏まえ

て検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

・医療保険の被保険者番号を個

人単位化し、マイナンバーカ

ードを健康保険証として活用

できる仕組みを令和２年度か

ら本格運用する。その実現の

ため、利用者証明用電子証明

書の PIN（暗証番号）入力を

一定の場合には不要とする認

証を可能とするため、平成

31年通常国会を目途に必要

な法制上の措置を講ずる。法

制化の過程においてこの認証

の利用範囲について併せて検

・利用者証明用電子証明

書のスマートフォンへ

の搭載については、ス

マートフォンの SIM カ

ードへの搭載に向け実

証を実施。現在、市場動

向や技術動向を踏ま

え、より広い範囲のユ

ーザーに対して低コス

トでこのサービスを提

供するため、他の方式

について技術的課題等

の検討を実施中。検討

を踏まえ、できるだけ

多くの住民が安価にス

マートフォンを用いて

公的個人認証サービス

を利用するために必要

な運用上・法制上の措

置を講ずる予定。 

・オンライン資格確認の

導入等の内容を含む健

康保険法等の改正案 11

及び利用者証明用電子

証明書の PIN（暗証番

号）入力を一定の場合

には不要とする認証を

可能とするための公的

個人認証法の改正案 12

を平成 31 年通常国会

に提出した。また、デジ

タル・ガバメント閣僚

会議（平成 31年 2月 15

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（マ

イナンバー

制度））、総務

大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（マ

イナンバー

制度））、総務

大臣、財務大

臣、厚生労働

大臣 

 

 

                                                   
11 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案 
12 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率

化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案 
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討する。 

 

 

 

 

 

 

 

・戸籍事務、旅券事務、在外邦

人管理業務、証券分野などの

公共性の高い業務について、

マイナンバー制度の利活用の

在り方等の検討結果を踏ま

え、結論を得る。その結論を

踏まえ、必要な法制上の措置

については、国民の理解を得

つつ、平成 31年通常国会へ

の提出を目指す。 

日開催）での議論を踏

まえ、関係省庁におい

てマイナンバーカード

の普及策やマイナンバ

ーの利活用促進策につ

いて取りまとめるべく

検討を進めているとこ

ろ。 

・平成 31 年通常国会に

おいて、①罹災証明書

の交付に関する事務や

新型インフルエンザ予

防接種に関する事務に

おいてマイナンバーの

利用を可能とするデジ

タル手続法案、②戸籍

に関する情報を情報連

携の対象とするととも

に、電子的な戸籍記録

事項の証明情報の発行

を可能とする戸籍法の

一部を改正する法律

案、③振替機関におい

て、加入者情報をマイ

ナンバーにより検索可

能な状態で管理すると

ともに、支払調書提出

義務者からの照会に応

じて加入者のマイナン

バーを提供することを

可能とする所得税法等

の一部を改正する法律

案をそれぞれ提出。所

得税法等の一部を改正

する法律案について

は、平成 31 年３月 27

日に成立。 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（金

融、マイナン

バー制度、防

災））、総務大

臣、法務大

臣、外務大

臣、財務大臣 

官データのオ ・オープンデータ官民ラウンド ・オープンデータ官民ラ 内閣総理大
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ープン化 テーブルで取り上げられた公

開要望（飲食店関連、訪日外

国人関連（出入国、免税購買

等）、公共交通関連、交通事

故関連（交通事故統計、通学

路等）、犯罪発生状況関連、

地質関連、災害情報関連（ハ

ザードマップ、避難所等）

等）について、官民データ活

用推進基本計画に基づきデー

タ公開に取り組む。  

ウンドテーブルでの議

論を踏まえ、公開する

データのフォーマッ

ト・公開粒度・公開形式

等について、所管省庁

において検討。 

 

 

 

 

 

 

臣（情報通信

技術（IT）政

策担当大臣、

内閣府特命

担当大臣（防

災）、国家公

安委員会委

員長）、総務

大臣、法務大

臣、財務大

臣、文部科学

大臣、厚生労

働大臣、経済

産業大臣、国

土交通大臣 

デジタル・ガ

バメント推進

のための体

制・環境整備 

・各府省の情報システム関係予

算について、投資対効果を最

大化するため、予算要求から

執行の各段階において、一元

的なプロジェクト管理を強化

する取組を現行制度上可能な

ものから開始するとともに、

府省横断的な見地からより実

効性のある審査機能が働く仕

組みを構築するための検討を

進め、令和２年度から試行的

に開始する。 

・令和２年度からの試行

に向けて、平成 31年２

月から、政府における

情報システムに関する

予算・調達関係省庁会

議において、具体的な

検討を開始した。 

 

内閣総理大

臣（情報通信

技術（IT）政

策 担 当 大

臣）、財務大

臣 
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２．次世代インフラ・メンテナンス・システムの構築等インフラ管理の高度化 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「2020 年までに、都市総合力ランキングにおいて、東京が３位以

内に入る。」【57】⇒2018年：３位 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

インフラの整

備・維持管理

の生産性向上 

・建設プロセスに ICTの全面的

な活用等を推進する i-

Constructionの深化に向

け、令和元年度までに橋梁・

トンネル・ダム工事や維持管

理、建築分野を含む全てのプ

ロセスに対象を拡大する。平

成 30年度において、中小事

業者や自治体への適用拡大を

進めるため、受注者への３次

元施工データ提供など発注者

側によるサポート体制の充実

等を行う。 

・インフラに関わる管理台帳、

工事記録、点検データ、セン

サーデータ、基盤地図情報、

地盤情報等を共通中間データ

に変換して集約・共有可能と

するインフラ・データプラッ

トフォームの構築に平成 30

年度から着手し、劣化予測や

ライフサイクルコスト分析な

どのアセットマネジメント、

施工管理の高度化に活用す

る。 

・土工に関連して実施す

る地盤改良、付帯構造

物、床堀等へ、ICT活用

を拡大。ICT土工につい

ては、累積 2,099 件で

実施（平成 31年２月末

時点）。 

 

 

 

 

 

 

・令和元年度までに構

築・分析の試行を目指

して、データベース間

のデータ連携や解析

モデルの試作を実施。 

国土交通大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通大

臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通・物流に

関する地域の

社会課題の解

決と都市の競

争力の向上 

・地域の公共交通と物流につい

て、オープンデータを利用し

た情報提供や経路検索の充

実、スマートフォンアプリに

よる配車・決済等の ICT、自

動走行など新技術の活用、見

・新たなモビリティサー

ビスのモデル構築につ

いては、都市と地方の

新たなモビリティサー

ビス懇談会において、

MaaSを中心とした新た

国土交通大

臣 
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守りサービスや買物支援の導

入、過疎地域での貨客混載、

MaaSの実現など多様な分野

との施策連携により、都市と

地域の利用者ニーズに即した

新しいモビリティサービスの

モデルを構築する。 

 

 

なモビリティサービス

の実現に向けた検討を

行い、平成 31年 3月に

中間取りまとめを公表

した。また、新たなモビ

リティサービスのモデ

ル構築のための実証実

験を支援する補助制度

を創設した。 
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３．PPP／PFI 手法の導入加速 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「10 年間（2013 年度～2022 年度）で PPP/PFI の事業規模を 21 兆

円に拡大する。このうち、公共施設等運営権方式を活用した PFI

事業については、７兆円を目標とする。」【61】 

⇒2013年度～2017年度の事業規模 

・PPP/PFI事業：約 13.8兆円 

・公共施設等運営権方式を活用した PFI事業：約 5.7兆円 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

コンセッショ

ン重点分野の

取組強化等 

・林業の成長産業化に向け、行

政財産である国有林野の一定

区域について、国有林野の有

する公益的機能を維持しつ

つ、民間事業者が長期・大ロ

ットの立木の伐採・販売とい

う形で使用収益できる権利を

得られるよう、平成 31年通

常国会に向けて国有林野関連

の所要の法律案を整備する。 

 

 

 

 

 

・北海道７空港の公共施設等運

営事業において明らかとなっ

た国庫補助及び地方交付税上

のイコールフッティングに関

する措置について、関係省庁

は速やかに整理し、地方公共

団体に周知する。 

・国有林野の有する公益

的機能を維持しつつ、

国有林野の一定の区域

において、長期・安定的

に樹木を採取できる権

利を、木材需要の拡大

を行う川中・川下事業

者との連携を条件とし

て、意欲と能力のある

林業経営者等に設定で

きるよう、平成 31年通

常国会に国有林野の管

理経営に関する法律等

の一部を改正する法律

案を提出した。 

・空港にかかる国庫補助

及び地方交付税上の

イコールフッティン

グに関する措置につ

いて、関係省庁と調整

を行い、各地方公共団

体へ周知文書を発出

した。 

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣

（ 地 方 創

生)）、 

農 林 水 産

大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通大

臣 

 

成果連動型民

間委託契約方

式の普及促進 

・行政の財政コストを抑えなが

ら、民間のノウハウ等を活用

し、社会的課題の解決や行政

・平成 31年度機構・定員

要求において、成果連

動型民間委託契約方式

内閣総理大

臣（内閣府特

命担当大臣
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の効率化等を実現する仕組み

である成果連動型民間委託契

約方式の活用と普及を促進す

るため、内閣府は関係省庁か

らの人材登用を拡大するとと

もに、制度の関係省庁からの

人材を巻き込みながら必要な

体制を整備する。 

に係る要求が認められ

たところ、関係省庁と

調整の上、必要な体制

の整備を行う予定。 

（少子化対

策））、総務大

臣、財務大 

臣、厚生労働

大臣、経済 

産業大臣 
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[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる 

１．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現 
①KPIの主な進捗状況 

《KPI》「2025 年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業

を実践」【68】 

※進捗把握は、調査項目を拡充した農林業センサス等を基に行う予定 

《KPI》「今後 10 年間（2023 年まで）で全農地面積の８割が担い手によっ

て利用される（2013 年度末：48.7％）」【63】  

⇒2018年度末：56.2％ 

《KPI》「今後 10年間（2023年まで）で資材・流通面等での産業界の努力

も反映して担い手のコメの生産コストを 2011 年全国平均比４割

削減する（2011年産：16,001円/60kg）」【64】 

⇒2017年産の担い手のコメの生産コスト 

・個別経営 13 10,995円/60kg（31％減） 

・組織法人経営 14 11,859円/60kg（26％減） 

《KPI》「2019 年に農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成する（2012年：

4,497億円）」【70】 ⇒2018年：9,068億円 

 

②施策の主な進捗状況 

施策項目 施策の内容及び実施期限 進捗及び実施の状況 担当大臣 

農業改革の加

速 

・担い手に対する農地の集積・

集約化を加速するため、これ

までの取組の検証を踏まえ、

農地中間管理機構を中心とし

た推進体制の確立、機構の手

続の簡素化などの施策を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・農地中間管理機構につ

いて、平成 30年 11月

開催の農林水産業・地

域の活力創造本部に

おいてこれまでの取

組の検証・評価を行

い、これを踏まえ、機

構による借入れ・転貸

を市町村段階の計画

で一括して権利設定

可能な仕組みを創設

するなど手続を簡素

化するとともに、話合

いの場に農業委員・農

農林水産大

臣 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 認定農業者のうち、農業就業者１人当たりの稲作に係る農業所得が他産業所得と同等となる個別経営

体（水稲作付面積 15ha以上層） 
14 米の販売金額が第１位となる稲作主体の組織法人経営体（平均水稲作付面積約 22ha） 
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・農業データの活用の基盤とな

る「農業データ連携基盤」を

平成 31年４月から本格的に

稼働させる。 

地利用最適化推進委

員が農地の利用状況

などの情報提供を行

う等により、担い手へ

の農地の集積・集約の

加速化を図る農地中

間管理事業の推進に

関する法律等の一部

を改正する法律案を

平成 31 年通常国会に

提出した。 

・農業データ連携基盤に

ついて、現場の農業者

の協力も得ながら、連

携・共有・提供機能を

活用した農業 ICTサー

ビスに関する実証研

究（小麦生産現場での

活用プロジェクト等）

を実施するとともに、

農業データ連携基盤

協議会に、広く様々な

主体の参画を促し（平

成 30 年６月末会員数

195→31 年３月末現在

342）、平成 31年４月に

本格稼働を開始する

予定。 

林業改革 ・森林の経営管理を、意欲と能

力のある事業者に集積・集約

化するとともに、それができ

ない森林の経営管理を市町村

が行う新たな森林管理システ

ムを創設する。 

 

 

 

・新たな森林管理システ

ムを創設する森林経

営管理法（平成 30年法

律第 35 号）が平成 30

年通常国会で成立し、

平成 31 年４月から施

行されることとなっ

た。これに向け、関係

政省令の公布や、市町

村等向け説明会を 111

農林水産大

臣 
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件実施した。 

水産業改革 ・水産資源を維持・回復し、適切

に管理するため、国際的にみ

て遜色のない科学的・効果的

な評価方法及び管理方法とす

る。 

・沖合・遠洋漁業の生産性の向

上、国際競争力の強化につな

がるよう、資源管理の手法と

合わせて漁業許可制度を見直

す。 

・養殖・沿岸漁業の発展のた

め、海面利用に係る制度等を

見直し、水域の適切かつ有効

な活用と新規参入を進める。 

・平成 30 年臨時国会で

漁業法等の改正法 15が

成立し、漁獲量の増大

を目指し、最新の科学

的知見による資源評価

を踏まえ設定する資源

管理目標に従い決定す

る漁獲可能量（TAC）を

基本に資源管理を行う

システムへの見直し、

生産コストの削減や安

全性・居住性・作業性を

高めるため、漁獲割当

て（IQ)の導入が進んだ

漁船漁業について船舶

の規模に係る制限を定

めないこととするなど

の漁業許可制度の見直

し、漁場を適切かつ有

効に活用している既存

の漁業権者の漁場利用

を確保しながら、利用

されなくなった漁場に

ついては、協業化や地

域内外からの新規参入

を含め、水面の総合利

用を図るなどの海面利

用制度の見直し等が行

われた。 

農林水産大

臣 

 
 
 
  

                                                   
15 漁業法等の一部を改正する等の法律（平成 30年法律第 95号） 




